
専決第４号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和３年度東久留米市一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和３年度東久留米市一般会計補正予算（第２号）（別紙） 

 

理由 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、

その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童一人あたり 5 万円の子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給するため、早急に予算措置を行う必要が生

じたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分するものである。 

 

  令和３年４月１３日 

 

東久留米市長 並 木 克 巳 





令 和 ３ 年 度 東 久 留 米 市 一 般 会 計 補 正 予 算



令和３年度東久留米市一般会計補正予算（第２号）

　令和３年度東久留米市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８,７６６千円を追加し、

　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４,９３３,５５６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

　歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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令和３年度東久留米市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書























（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増減額 増減事由別内訳

（千円） （千円）

給　料 0 給与改定に 0

伴う増減分

普通昇給に 0

伴う増減分

昇給期間短縮 0

に伴う増減分

その他の 0

増減分

職員手当 784 制度改正に 0

伴う増減分

その他の 784 時間外勤務手当　　 784 子育て世帯生活支援特別給付金給付

増減分 事業による増

備　　考区　分 説　　明
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